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関
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ま
れ
て
い
る
預
金
部
収
支
中
、
郵
便
貯
金
等
純
民
間

関
係
資
金
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
L
収
入
超
過
五
億
六
百
万
円
を
民
間
関
係
よ
り
差
引
き
政
府

関
係
に
加
え
る
と
共
に
、
本
月
発
行
の
復
興
四
分
利
国
庫
証
券
七
倍
円
中
日
本
銀
行
よ
り
の

借
入
金
に
よ
り
消
化
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
一
一
一
億
四
千
二
百
万
円
は
政
府
に
対
す
る
信
用
創

造
と
見
倣
し
、
之
も
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
更
に
木
月
政
府
の
復
興
金
融
金
庫

に
対
す
る
払
込
十
五
億
円
は
産
業
資
金
で
あ
る
放
、
政
府
関
係
よ
り
控
除
す
る
の
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で
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。

か
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政
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於
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三
億
九
千
二
百
万
円
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収
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見
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の
に
対
し
、
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民
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於
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却
っ
て
三
十
八
億
四
千
七
百
万
円
の
流
出
を
み
た
こ
と
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な
る
。
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加
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然
し
乍
ら
布
の
対
政
府
関
係
に
含
ま
れ
て
い
る
預
金
部
の
収
支
中
、
郵
便
貯
A
W・等
純
民
間

関
係
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
L

収
文
を
み
る
に
、
地
方
公
共
間
体
に
対
す
る
貸
付
令
・が
哨
加
し

た
為
め
二
十
二
億
三
千
三
百
万
円
の
支
払
超
過
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
之
を
政
・
府
関
係
よ
り

差
引
ぎ
民
間
関
係
に
加
え
る
と
共
に
、
本
月
発
行
の
復
興
凹
分
利
回
陣
証
券
八
他
内
中
日
本

銀
行
の
借
入
金
に
よ
り
消
化
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
二
億
八
千
六
百
万
円
は
政
府
に
対
す
る

信
用
創
造
と
見
倣
し
、
民
間
附
係
よ
り
政
府
関
係
に
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す
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又
復
興
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金
昨
に
刻
す
る
政

府
出
資
の
払
込
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十
億
円
は
民
間
闘
係
に
加
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
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る
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